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１ 新公立病院改革プランの策定について 

(1) 策定の背景と位置づけ 

   公立病院の経営状況は、平成 20 年度に策定した「公立病院改革プラ

ン」に基づく取組みにより、一定の成果を上げてきたところですが、

依然として医師不足等の厳しい環境が続いています。 

   また、人口減少や少子高齢化が急速に進展する中で、医療需要が大

きく変化することが見込まれており、地域ごとに適切な医療提供体制

の再構築に取り組むことが必要となってきています。 

   この状況に鑑み、国は「新公立病院改革ガイドライン」を示し、都

道府県が策定する地域医療構想を踏まえた「新公立病院改革プラン」

（以下「新改革プラン」という。）を平成 28 年度中に策定するよう病

院事業を設置する地方公共団体に求めました。 

青梅市立総合病院（以下「総合病院」という。）においては、「青梅

市立総合病院改革プラン（H21～H23）」の後継として、平成 24 年度に

策定した「青梅市立総合病院中期経営計画（H25～H29）」にもとづき、

黒字経営の継続に努力してきたところです。 

   この「青梅市立総合病院中期経営計画（H25～H29）」を「新公立病院

改革ガイドライン」に沿って見直す形で、「新改革プラン」を策定し、

地域における総合病院の役割の明確化と、それを持続可能とする健全

経営の継続に向けた取組みの指針といたします。

(2) 新改革プランの名称 

   新改革プランの名称は「新青梅市立総合病院改革プラン」とします。 

(3) プランの対象期間 

   平成 29 年度から平成 32 年度までの４年間とします。 
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２ 地域医療構想を踏まえた役割の明確化 

(1) 地域医療構想とは 

   地域の構想区域（二次保健医療圏を基本）ごとに、将来の必要量を

含め、その地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携

を適切に推進するために都道府県が策定する地域医療のビジョンで

あり、東京都においては平成 28 年 7 月に策定されました。 

(2) 地域医療構想における病床機能別の必要推計値と現状 

西多摩保健医療圏における平成 37 年（2025 年）の病床数の推計必要量 

高度急性期機能 急性期機能 回復期機能 慢性期機能 

計 

急性期の患者に
対し、状態の早期
安定化に向けて、
診療密度が特に
高い医療を提供
する機能 

急性期の患者に
対し、状態の早期
安定化に向けて、
医療を提供する
機能 

急性期を経過し
た患者への在宅
復帰に向けた医
療や、リハビリテ
ーションを提供
する機能 

長期にわたり療
養が必要な患者
を入院させる機
能 

病床数 275 967 1,031 1,475 3,748

流出入
患者数
（ 人 / 日 ）

△65.1 △86.9 △8.2 691.7 531.5

自構想
区 域
完結率

64.9% 77.1% 81.6% 80.2% 

流出 入患者 数の △の数 字は 流出 を表し 、正の 数字 は流 入を 表す  

東京 都地域 医療 構想よ り  

西多摩保健医療圏における平成 27 年度病床機能報告結果 

 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等 計 

病床数 39 1,562 223 2,428 34 4,286 

西多摩保健医療圏における推計必要量と病床機能報告結果との差（病床数） 

 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等 計 

病床数 △236 ＋595 △808 ＋953 ＋34 ＋538 

△は 不足数 ・＋ は余剰 数  

総合病院の平成 27 年度病床機能報告内容 

 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等 計 

病床数 33 475 0 0 0 508 

精神 病床等 は報 告対象 外  
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   西多摩保健医療圏においては、総病床数では推計必要量を上回るも

のの、高度急性期機能および回復期機能の病床数は不足すると推計さ

れています。 

   急性期機能については、必要病床数は充足すると推計されています

が、流出する患者数の方が、流入する患者数よりも多いと推計されて

います。 

   なお、平成 27 年度病床機能報告における西多摩保健医療圏の高度急

性期機能については、ほぼ総合病院が報告した病床数となっています。 

(3) 総合病院の基本理念と基本方針 

 【基本理念】 

 私たちは、快適で優しい療養環境のもと、地域が必要とする

高度な急性期医療を、安全かつ患者さん中心に実践します。 

 【基本方針】 

◆ 私たちは、清潔な病院づくりに努力します。 

◆ 私たちは、親切な病院づくりに努力します。 

◆ 私たちは、信頼される病院づくりに努力します。 

◆ 私たちは、自立できる病院づくりに努力します。 

(4) 総合病院の役割と位置付け 

   総合病院は、基本理念のもと、西多摩保健医療圏の中核病院として、

地域が必要とする高度な急性期医療を担ってきました。 

   地域医療構想における西多摩保健医療圏の推計値を踏まえると、総

合病院は、高度急性期・急性期機能の役割をより明確に担う必要があ

ると考えます。 

   具体的には、大学病院並みの診療機能を持つとされるＤＰＣⅡ群の

病院に指定されることを目標とし、努力してまいります。 

   また、公立病院の使命として、高度な救急・周産期・小児・災害医

療を引き続き提供するとともに、地域包括ケアシステムの一翼を担う

環境を整備してまいります。 
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３ 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割 

  国は団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を目途に、重度な要介護状

態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続け

ることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に

提供される地域包括ケアシステムの構築を推進しています。 

  総合病院は、引き続き西多摩保健医療圏の中核病院として、高度・特

殊・先駆的・不採算医療を中心に、地域に信頼される医療の提供や良質

な療養環境の整備を進めていきます。 

  さらに東京都保健医療計画において「医療機能の分担と連携による医

療体制の構築や地域における在宅療養の推進に当たっては、地域の中核

的な機能を果たす地域医療支援病院の役割は重要であり、これからも地

域医療支援病院の確保に努める必要があります。」とうたわれ、「島しょ

を除く全ての二次保健医療圏において確保」することを取組のポイント

としていることから、西多摩保健医療圏において未整備である地域医療

支援病院※の承認を目指していきます。 

※地域医療支援病院 … 紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利用の実施等を通じて、第一線の地域医

療を担うかかりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援する能力を備え、地域医療の確保を図る病院として相応しい

構造設備等を有するもの。 
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東京 都福祉 保健 局ホー ムペ ージ より  
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４ 一般会計負担の考え方 

  市など地方公共団体が経営する病院等の地方公営企業における経営の

基本原則は、地方公営企業法で「常に企業の経済性を発揮するとともに、

その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければな

らない」と定められています。 

  また、地方公営企業は、独立採算制が適用されますが、「その性質上地

方公営企業に負担させることが適当でない経費」や「その地方公営企業

の性質上当該企業に負担させることが困難な経費」については、一般会

計等にて負担するよう地方公営企業法に規定されています。 

  総合病院は、公共的な観点から高度な医療、専門的な医療、感染症等

の特殊な疾病に対する医療など経費の回収が困難な医療を行っています。 

  そこで、救急医療や周産期医療、小児医療などの経費については、青

梅市の一般会計からの負担金を受け、運営の一助としています。 

  一般会計からの費用負担の基準については、国から通知される「地方

公営企業繰出金について」の考え方をもとに市と協議を行い、見直しを

行います。（「平成 28 年度の地方公営企業繰出金について」（病院部分抜

粋）は巻末（22 ページ以降）に掲載します。） 

  なお、一般会計からの繰入金については、その所要額が毎年度、地方

財政計画に計上され、その一部について普通交付税および特別交付税に

より地方財政措置が講じられています。 

 一般会計等からの繰入金の見通し 単位 ：百万 円

H27 

(実績) 

H28 

(見込) 
H29 H30 H31 H32 

収益的収支 
(1)

667 

(1)

666

(1)

667

(1)

666

(0)

667

(0)

669

資本的収支 
(0)

39 

(0)

40

(0)

41

(0)

42

(0)

43

(0)

44

合  計 
(1)

706 

(1)

706

(1)

708

(1)

708

(0)

710

(0)

713

※新病院建設にかかる繰入金は含んでいない。 

 ※（  ）内はうち基準外繰入金額 
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５ 医療機能等指標にかかる数値目標 

  総合病院が、その果たすべき役割に沿った医療機能を十分に発揮して

いるかを検証する指標として、次のとおり数値目標を設定します。 

H27 

(実績) 

H28 

(見込) 
H29 H30 H31 H32 

救急車受入件数 5,206 件 5,000 件 5,000 件 5,000 件 5,000 件 5,000 件

休日夜間平均患

者数(小児以外)
36.9 人 38.0 人 38.0 人 38.0 人 38.0 人 38.0 人

休日夜間平均患

者 数 ( 小 児 )
20.4 人 22.0 人 22.0 人 22.0 人 22.0 人 22.0 人

悪性腫瘍手術件数 679 件 650 件 680 件 680 件 680 件 680 件

化 学 療 法 件 数

（ミキシング数）
4,549 件 4,600 件 4,600 件 4,600 件 4,600 件 4,600 件

放射線治療件数 4,053 件 4,000 件 4,300 件 4,300 件 4,300 件 4,300 件

分 娩 取 扱 件 数 797 件 800 件 800 件 800 件 800 件 800 件

紹 介 率 

(地域医療支援病院)
44.8% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0%

逆紹介率 

(地域医療支援病院)
55.6% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0%

＜直近 5 年間の推移＞ 

37.8 35.7 35.3

49.1

36.9
20
30
40
50
60

H23 H24 H25 H26 H27

休日夜間平均患者数（小児以外）

4,547 4,344 4,548
5,105 5,201

3,000

4,000

5,000

6,000

H23 H24 H25 H26 H27

救急車受入件数

25.1
20.6 20.6

28.1
20.4

0
10
20
30
40

H23 H24 H25 H26 H27

休日夜間平均患者数（小児）



- 8 - 

40.1% 41.5%
44.0%

41.8%
44.8%

30.0%

40.0%

50.0%

H23 H24 H25 H26 H27

紹介率（地域医療支援病院）

41.5% 43.0% 45.3%
48.8%

55.6%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

H23 H24 H25 H26 H27

逆紹介率（地域医療支援病院）

2,394

3,763 3,791 4,184 4,053

0

2,000

4,000

6,000

H23 H24 H25 H26 H27

放射線治療件数

931
889

833
800 797

700

800

900

1,000

H23 H24 H25 H26 H27

分娩取扱件数

676 651 626
597

679

500

600

700

800

H23 H24 H25 H26 H27

悪性腫瘍手術件数

3,691
4,096

4,297
4,532 4,549

3,000
3,500
4,000
4,500
5,000

H23 H24 H25 H26 H27

化学療法件数
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６ 住民の理解 

  高度急性期・急性期機能の役割をより明確に担い、地域医療支援病院

の承認を受け、西多摩保健医療圏の中核病院としての役割を果たしてい

くためには、西多摩医師会を中心とした地域医療機関との連携強化はも

とより、地域住民にも「かかりつけ医制度」を理解していただかないと

いけません。 

  ホームページや院内掲示、診療や講演会等の機会を捉えて周知し、良

い関係が築けるよう取り組んでまいります。 

※東 京都医 師会 ホーム ペー ジよ り抜粋     
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７ 経営指標にかかる数値目標 

(1) 収支改善にかかるもの 

H27 

(実績) 

H28 

(見込) 
H29 H30 H31 H32 

経常収支比率 101.0% 102.3% 103.0% 103.0% 103.0% 103.0%

医業収支比率 95.1% 96.3% 97.0% 97.5% 98.0% 98.0%

＜直近 5 年間の推移＞ 

(2) 経費削減にかかるもの 

H27 

(実績) 

H28 

(見込) 
H29 H30 H31 H32 

職員給与費対医業収益比率 48.3% 49.0% 49.0% 49.0% 49.0% 49.0%

材料費対医業収益比率 26.3% 27.0% 27.0% 27.0% 27.0% 27.0%

＜直近 5 年間の推移＞ 

102.4% 102.6% 101.8% 102.9%
101.0%

95.5% 95.0% 94.8% 96.5% 95.1%

80.0%

90.0%

100.0%

110.0%

120.0%

H23 H24 H25 H26 H27

経常収支比率

医業収支比率

44.7% 45.1% 45.2% 47.3% 48.3%

33.5% 33.3% 32.6% 25.5% 26.3%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

H23 H24 H25 H26 H27

材料費対医業収益比率

職員給与費対医業収益比率
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(3) 収入確保にかかるもの 

H27 

(実績) 

H28 

(見込) 
H29 H30 H31 H32 

病床利用率(一般) 77.0% 75.0% 78.0% 80.0% 82.0% 82.0%

平均在院日数(一般) 11.8 日 11.8 日 11.6 日 11.6 日 11.5 日 11.5 日

診療単価(入院1人1日) 58,109 円 60,800 円 60,800 円 61,500 円 61,500 円 61,500 円

診療単価(外来1人1日) 13,648 円 14,800 円 15,000 円 15,000 円 15,000 円 15,000 円

＜直近 5 年間の推移＞

(4) 経営の安定性にかかるもの 

10 月 1 日現在  
H27 

(実績) 

H28 

(実績) 
H29 H30 H31 H32 

医 師 数（ 常 勤 ） 146 人 147 人 149 人 154 人 154 人 154 人

看護師数（ 常 勤 ） 463 人 447 人 448 人 455 人 465 人 479 人

＜直近 5 年間の推移＞

81.6% 80.8%
76.9% 78.6% 77.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

H23 H24 H25 H26 H27

病床利用率(一般)

12.4 12.2
11.8 11.7 11.8

10.0

11.0

12.0

13.0

H23 H24 H25 H26 H27

平均在院日数(一般)

53,537 55,676 57,078 58,103 58,109

40,000

50,000

60,000

70,000

H23 H24 H25 H26 H27

一人一日当たり金額（入院）

18,086 18,201 17,918
13,014 13,648

0

10,000

20,000

30,000

H23 H24 H25 H26 H27

一人一日当たり金額（外来）

146 145 144 146 146

120
130
140
150
160

H23 H24 H25 H26 H27

医師数（常勤）

454 457 453 464 463

350
400
450
500
550

H23 H24 H25 H26 H27

看護師数（常勤）
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８ 目標達成に向けた具体的な取組 

(1) 新病院の建設 

   施設の老朽化・狭隘化が進み、今まで総合病院が担ってきた「地域

が必要とする高度な急性期医療」への対応が難しくなってきています。 

   地域医療構想においても、西多摩保健医療圏における高度急性期病

床は不足すると推計されていることから、新病院の建設に向けた取組

みを、関係機関と調整を図りながら早急に進めていきます。 

   ● 新病院基本計画に沿った取組（H29～） 

   ● 新病院の基本設計への着手（H29～） 

(2) 地域に必要な高度な急性期医療への対応 

   ● 救命救急センターの維持（継続） 

   ● 地域医療支援病院の承認（H29～） 

   ● 地域がん診療連携拠点病院の維持（継続） 

   ● 東京都周産期連携病院の維持・小児救急体制の整備（継続） 

   ● 地域災害拠点中核病院の継続（継続） 

   ● 第二種感染症指定医療機関の維持（継続） 

   ● 高度専門医療の強化・拡充（継続） 

   ● 医療機器の整備（新病院建設を見据えた計画的な購入）（継続） 

(3) 経費削減にかかるもの 

  【職員給与費の適正化】 

   ● 国や東京都および民間の給与との均等を図り、定期的に見直し

を行っていきます。（継続） 

   ● 職務と責任に応じた適正な給与体系の導入を図ります。（継続） 

   ● 人事評価を活用した給与査定の導入を図ります。（H29～） 

  【診療材料費削減の取組み】 

   ● 先発医薬品から後発医薬品（ジェネリック薬品）へ、引き続き

検討して切り替えていきます。（継続） 
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   ● 手術に使用する材料のセット内容の見直しや採用品目等の検討

を継続して行い、削減に努めます。（継続） 

   ● 診療材料購入コストのベンチマーク（病院間比較）を取り入れ、

効果的な削減を図っていきます。（H29～） 

  【委託料の適正化】 

   ● 長期継続契約やプロポーザル方式等を活用し、業務内容の質の

確保と契約金額の適正化を継続して図っていきます。（継続） 

  【光熱水費削減への取組み】 

   ● 二酸化炭素の排出量を基準排出量（平成 27 年度～31 年度の平

均値）に対して、平成 29 年度以降は 13％以上削減します。 

   ● エネルギー使用原単位を毎年対前年比１％以上削減します。 

   ● ＰＰＳ（新電力会社）導入による電力料金削減を継続して行い

ます。（継続） 

   ● ＬＥＤ照明整備による電力削減の取組みを継続して行っていき

ます。（継続） 

(4) 収入確保にかかるもの 

  【地域医療支援病院の承認】 

   ● 地域連携の強化により、紹介率・逆紹介率の向上を図り、地域

医療支援病院の承認を目指します。（継続） 

  【ＤＰＣⅡ群病院の指定】 

   ● 高度な医療技術の実施（難易度の高い手術件数の増）（継続） 

  【診療報酬への対応】 

   ● 大きな改革が予想される平成 30 年度の診療報酬・介護報酬同時

改定に向け、情報収集を行いながら、適切に対応できるよう準備

を進めます。（継続） 

   ● 請求漏れ、査定減を防止するための体制について、引き続き取

り組んでいきます。（継続） 
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  【医業未収金への対応】 

   ● 未収金の管理体制を強化します。 

     督促、催告書を発送するとともに、回収困難な医業未収金につ

いては法曹関係者に委託し、回収に努めていきます。（継続） 

(5) 経営の安定性にかかるもの 

  【臨床研修医の採用】 

   ● 臨床研修医を採用し、将来を見据えた人材の育成と確保に努め

ます。（継続） 

  【看護師の安定的な確保】 

   ● 看護実習の受入れや近隣の看護学校等との連絡を密に取りなが

ら、優秀な人材の確保に努めます。（継続） 

   ● 看護学生への修学資金貸与制度を広く周知するとともに、多く

の方に利用してもらうことで就学を支援し、総合病院における看

護職員の確保と充実を図ります。（継続） 

  【専門資格等を持つ人員の確保・育成】 

   ● 医療に関する研修への参加や認定看護師等の専門的資格を取得

しようとする職員を引き続き支援していきます。（継続） 

  【経営感覚に富む人材等の登用】 

   ● 病院勤務経験のある事務職の採用を進めていきます。（継続） 

  【働きやすい環境の整備】 

   ● 子育て世代職員の支援として、院内保育所を継続・充実してい

くとともに、育児短時間勤務正規職員制度の導入について検討し

ていきます。（継続） 

   ● ワークライフバランスの実現に向けて、引き続き勤務体系の改

善を図っていきます。（継続） 

   ● 家族の介護を行いながら働く職員の支援として、介護休暇の見

直しや介護時間の導入を図ります。（H29～） 
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 【経営分析の充実】 

   ● ＤＰＣデータの分析とそれを用いたベンチマーク（病院間比較）

により、総合病院の強み・弱みを把握し、経営戦略に活かしてい

きます。（継続） 

   ● 管理会計の視点からの月次収支について引き続き取り組んでい

きます。（継続） 

  【消費増税への対応】 

   ● 平成 31 年度に予定されている消費税率の見直しの影響を把握

し、適切に対応していきます。（継続） 

(6) その他 

  【災害時の体制の整備】 

   ● ＢＣＰ（事業継続計画）の定期的な見直しを図ります。（継続） 

   ● 電子カルテをはじめとする情報システムのデータバックアップ

のあり方について、引き続き研究していきます。（継続） 

  【広報・情報提供の充実】 

   ● 医療や健康に関する市民への啓発・発信を目的に、ホームペー

ジの更新・市民講座の開催・広報誌の発行等を引き続き行うとと

もに、内容の充実に努めます。（継続） 

  【東京都への財政措置の要望】 

   ● 東京都地域医療構想における西多摩構想区域においては、高度

急性期機能が不足する結果が示されています。当該構想区域にお

いて、今後も総合病院が高度急性期医療を担っていくためにも、

東京都に対し、新病院の建設にかかる補助金の新設や運営費の補

助金の引上げを要望していきます。（H29～） 
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９ 新改革プラン対象期間中の各年度の収支計画等 

(1) 収益的収支 

単位 ：百万 円  

 H27 
(実績) 

H28 
(見込) 

H29 H30 H31 H32 

【 収 入 】 

医業収益 13,851 14,577 14,692 14,802 14,550 14,524

入院収益 8,998 9,454 9,543 9,652 9,679 9,652

外来収益 4,384 4,640 4,667 4,667 4,392 4,392

その他 469 483 482 483 479 480

医業外収益 1,543 1,526 1,526 1,526 1,415 1,456

他会計負担金・補助金 444 444 444 444 444 444

国･都補助金 850 794 793 792 677 716

その他 249 288 289 290 294 296

特別利益 88 88 88 88 88 88

【 支 出 】 

医業費用 14,562 15,209 15,323 15,319 15,176 15,191

職員給与費 6,686 7,144 7,418 7,418 7,418 7,418

材料費 3,645 3,830 3,861 3,889 3,824 3,817

経 費 3,090 3,047 3,062 3,062 3,063 3,121

減価償却費 1,041 1,131 924 892 812 776

その他 100 57 58 58 59 59

医業外費用 677 645 636 626 628 641

支払利息 139 128 115 103 92 81

その他 538 517 521 523 536 560

特別損失 84 82 82 82 82 82

医業損益 ▲711 ▲632 ▲631 ▲517 ▲626 ▲667

経常損益 155 249 259 383 161 148

純 損 益 159 255 265 389 167 154

※ H30 以降は新病院建設にかかる経費は含んでいない。
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 (2) 資本的収支 

単位 ：百万 円  

 H27 
(実績) 

H28 
(見込) 

H29 H30 H31 H32 

【 収 入 】 

企業債 972 166 310 200 200 200

他会計負担金 39 40 41 42 43 44

国・都補助金 31 68 0 0 0 0

その他 7 2 2 0 0 0

【 支 出 】 

建設改良費 1,174 370 553 300 300 300

企業債償還金 777 947 915 884 869 860

その他 4 9 10 0 0 0

【補てん財源】

損益勘定留保資金 906 1,050 1,125 942 926 916

その他 0 0 0 0 0 0

※ H30 以降は新病院建設にかかる経費は含んでいない。
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10 再編・ネットワーク化 

  西多摩地域の４公立病院（総合病院、公立福生病院、公立阿伎留医療

センター、奥多摩病院）については、西多摩各市町村で構成する西多摩

地域広域行政圏協議会で、西多摩地域の公立病院の連携と役割分担に関

する調査検討が行われ、報告されたところです。 

 ◆「西多摩地域における公立病院の連携と役割分担に関する調査報告書」

（平成 23 年 2 月） 

 ◆「西多摩地域における公立病院の連携と役割分担に関する検討報告書」

（平成 24 年 2 月） 

  この中で「各地域の急性期医療を担う公立病院において、それぞれが

疾患別に特化した連携体制を構築するために診療機能を縮小することは、

専門医の配置状況や地域住民の意向等を考慮すると困難であり、より緩

やかな連携体制の構築が求められる。」とありますが、現状においても同

様に、西多摩地域の４公立病院間での経営統合等の再編は難しいと思わ

れます。 

  病院・病院間、病院・診療所間の医療情報連携を中心としたネットワ

ーク化については、東京都医師会を中心に、西多摩医師会でも地域のＩ

ＣＴネットワークの構築を目指して検討されている所であり、近い将来

導入される予定です。 

  再編・ネットワーク化における今後の方向性については、東京都地域

医療構想調整会議等の意見を踏まえるとともに、各公立病院や西多摩医

師会等との連携を強化しながら検討していきます。 
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11 経営形態の見直し 

  総合病院では、平成 16 年 10 月に地方公営企業法の一部適用から全部

適用への経営形態の変更を行いました。 

  新公立病院改革ガイドラインでは経営形態の見直しの選択肢として、

①地方公営企業法の全部適用、②地方独立行政法人化（非公務員型）、③

指定管理者制度の導入、④民間譲渡、⑤事業形態の見直しが挙げられて

おり、平成 26 年度までに、独立行政法人化病院数が 80 病院、指定管理

者制度導入病院が 74 病院と経営形態の見直しが進んでいます。 

～ H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 合計

地方独立行政法人化病院数 8 3 10 22 13 8 3 13 80 

指定管理者制度導入病院数 45 7 3 7 4 6 1 1 74 

  見直しの前後での医業収支比率の改善状況を見ると、地方独立行政法

人化、指定管理者制度ともに医療収支比率が増加と答えた比率が高く、

経営形態の見直しによる効果が高いことが伺えます。 

出典：総務省「公立病院経営改革事例集」（平成 28年 3 月） 

  総合病院では、黒字経営を継続できていますが、経営形態の変更の研

究については進めてまいります。  
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 経営形態のそれぞれの特徴 

 利 点 課題・留意点 

地方公営

企業法の

全部適用

事業管理者に対し、人事・予

算 等 に か か る 権 限 が 付 与 さ

れ、より自律的な経営が可能

となることが期待される。 

比較的取り組みやすい反面、

経営の自由度拡大の範囲は、

地方独立行政法人化に比べて

限定的 

制度運用上、事業管理者の実

質的な権限と責任の明確化を

図らなければ、民間的経営手

法の導入が不徹底に終わる可

能性がある。 

地方独立

行政法人

化（非公

務員型）

地方公共団体が直営で事業を

実施する場合に比べ、予算・

財務・契約、職員定数・人事

などの面でより自律的・弾力

的な経営が可能となり、権限

と責任の明確化に資すること

が期待される。 

設立団体からの職員派遣は段

階的に縮減を図る等、実質的

な自律性の確保に配慮するこ

とが適当（実際に地方独立行

政法人化した病院において、

人事面・財務面での自律性が

向上し、経営上の効果を上げ

ているケースが多い。） 

指定管理

者制度の

導入 

民間の医療法人等（日本赤十

字社等の公的医療機関、大学

病 院 、 社 会 医 療 法 人 等 を 含

む。）を指定管理者として指定

することで、民間的な経営手

法の導入が期待される。 

①適切な指定管理者の選定に

特に配意すること 

② 提 供 さ れ る べ き 医 療 の 内

容、委託料の水準等、指定

管理者にかかわる諸条件に

ついて事前に十分に協議し

相互に確認しておくこと 

③病院施設の適正な管理が確

保されるよう、地方公共団

体においても事業報告書の

徴取、実地の調査等を通じ

て、管理の実態を把握し、

必要な指示を行うこと 

民間譲渡 地域の医療事情から見て公立病院を民間の医療法人等に譲渡

し、その経営に委ねることが望ましい地域にあっては、これ

を検討の対象とすべき。公立病院が担っている医療は採算確

保に困難性を伴うものを含むのが一般的であり、こうした医

療の提供が引き続き必要な場合には、民間譲渡に当たり相当

期間の医療提供の継続を求めるなど、地域医療の確保の面か

ら譲渡条件等について譲渡先との十分な協議が必要 

事業形態

の見直し

地域医療構想においては、構想区域における医療需要や病床

の機能区分ごとの将来の病床数の必要量が示されることにな

る。これに加え、介護・福祉サービスの需要動向を十分検証

することにより、必要な場合、診療所、老人保健施設など病

院事業からの転換を図ることも含め事業形態自体も幅広く見

直しの対象とすべきである。 
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12 新改革プランの実施状況の点検・評価・公表 

(1) 評 価 

   プランの実施状況の点検・評価については、決算が確定し、各指標

の数値を算出したうえで、自己評価と進捗状況の確認を行います。 

   自己評価の結果は、学識経験者や利用者代表等で構成する青梅市立

総合病院運営委員会に報告し、評価を受けることとします。 

(2) 見直し 

   毎年度の実施状況を点検・評価した中で、数値目標と現状が大きく

かい離した場合には、計画の見直しを行います。 

(3) 公 表 

   この計画および実施状況の点検・評価結果については、総合病院の

ホームページに掲載し、公表します。 
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平成 28 年度の地方公営企業繰出金について（抜粋） 

第５ 病院事業 

１ 病院の建設改良に要する経費 

(1) 趣旨 

   病院の建設改良費について一般会計が負担するための経費である。 

(2) 繰出しの基準 

   病院の建設改良費(当該病院の建設改良に係る企業債及び国庫(県)

補助金等の特定財源を除く。以下同じ。)及び企業債元利償還金(ＰＦ

Ｉ事業に係る割賦負担金を含む。以下同じ。)のうち、その経営に伴

う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する

額(建設改良費及び企業債元利償還金の２分の１(ただし、平成 14 年

度までに着手した事業に係る企業債元利償還金にあっては３分の２)

を基準とする。)とする。 

２ へき地医療の確保に要する経費 

(1) 趣旨 

   へき地における医療の確保を図るために必要な経費について、一般

会計が負担するための経費である。 

(2) 繰出しの基準 

  ア 地域において中核的役割を果している病院による巡回診療、へき

地診療所等への応援医師又は代診医師の派遣及び訪問看護に要する

経費等のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができない

と認められるものに相当する額とする。 

  イ 遠隔医療システムの運営に要する経費のうち、その経営に伴う収

入をもって充てることができないと認められるものに相当する額と

する。 

３ 不採算地区病院の運営に要する経費 

(1) 趣旨 

   不採算地区病院の運営に要する経費について、一般会計が負担する

ための経費である。 
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(2) 繰出しの基準 

   不採算地区病院(許可病床数 150 床未満(感染症病床を除く。)であっ

て、最寄りの一般病院までの到着距離が 15 キロメートル以上である

もの又は直近の国勢調査に基づく当該公立病院の半径５キロメート

ル以内の人口が３万人未満のものその他の「公立病院に係る財政措置

の取扱いについて」（平成 27 年４月 10 日付け総財準第 61 号。以下「財

政通知」という。）で定めるもの。)の運営に要する経費のうち、その

経営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに

相当する額とする。 

４ 結核医療に要する経費 

(1) 趣旨 

   結核医療の実施に要する経費について、一般会計が負担するための

経費である。 

(2) 繰出しの基準 

   医療法(昭和 23年法律第 205 号)第７条第２項第３号に規定する結核

病床の確保に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てること

ができないと認められるものに相当する額とする。 

５ 精神医療に要する経費 

(1) 趣旨 

   精神医療の実施に要する経費について、一般会計が負担するための

経費である。 

(2) 繰出しの基準 

   医療法第７条第２項第１号に規定する精神病床の確保に要する経費

のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められる

ものに相当する額とする。 

６ 感染症医療に要する経費 

(1) 趣旨 

   感染症医療の実施に要する経費について、一般会計が負担するため

の経費である。 
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(2) 繰出しの基準 

   医療法第７条第２項第２号に規定する感染症病床の確保に要する経

費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められ

るものに相当する額とする。 

７ リハビリテーション医療に要する経費 

(1) 趣旨 

   リハビリテーション医療の実施に要する経費について、一般会計が

負担するための経費である。 

(2) 繰出しの基準 

   リハビリテーション医療の実施に要する経費のうち、これに伴う収

入をもって充てることができないと認められるものに相当する額と

する。 

８ 周産期医療に要する経費 

(1) 趣旨 

   周産期医療の実施に要する経費について、一般会計が負担するため

の経費である。 

(2) 繰出しの基準 

   周産期医療の用に供する病床の確保に要する経費のうち、これに伴

う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する

額とする。 

９ 小児医療に要する経費 

(1) 趣旨 

   小児医療の実施に要する経費について、一般会計が負担するための

経費である。 

(2) 繰出しの基準 

   小児医療(小児救急医療を除く。)の用に供する病床の確保に要する

経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認めら

れるものに相当する額とする。 
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10 救急医療の確保に要する経費 

(1) 趣旨 

   救急医療の確保に要する経費について、一般会計が負担するための

経費である。 

(2) 繰出しの基準 

  ア 救急病院等を定める省令(昭和 39 年厚生省令第８号)第２条の規

定により告示された救急病院(以下「救急告示病院」という。)又は

「救急医療対策の整備事業について」(昭和 52 年７月６日付け医発

第 692 号)に基づく救命救急センター若しくは小児救急医療拠点病

院事業若しくは小児救急医療支援事業を実施する病院における医師

等の待機及び空床の確保等救急医療の確保に必要な経費に相当する

額とする。 

  イ 次に掲げる病院が災害時における救急医療のために行う施設(通

常の診療に必要な施設を上回る施設)の整備(耐震改修を含む。)に要

する経費に相当する額とする。 

   ① 医療法第 30 条の４第１項に基づく医療計画に定められている

災害拠点病院(以下「災害拠点病院」という。) 

   ② 地震防災対策特別措置法に基づく地震防災緊急事業五箇年計画

に定められた耐震化を必要とする病院及び土砂災害危険箇所に所

在する病院 

   ③ 救命救急センター、病院群輪番制病院、小児救急医療拠点病院、

小児救急医療支援事業参加病院、共同利用型病院等 

  ウ 災害拠点病院又は救急告示病院が災害時における救急医療のため

に行う診療用具、診療材料、薬品、水及び食料等(通常の診療に必要

な診療用具、診療材料、薬品、水及び食料等を上回るものをいう。)

の備蓄に要する経費に相当する額とする。 

11 高度医療に要する経費 

(1) 趣旨 

   高度な医療で採算をとることが困難であっても、公立病院として行

わざるを得ないものの実施に要する経費について、一般会計が負担す

るための経費である。 
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(2) 繰出しの基準 

   高度な医療の実施に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充

てることができないと認められるものに相当する額とする。 

12 公立病院附属看護師養成所の運営に要する経費 

(1) 趣旨 

   公立病院附属看護師養成所の運営に要する経費について、一般会計

が負担するための経費である。 

(2) 繰出しの基準 

   公立病院附属看護師養成所において看護師を養成するために必要な

経費のうち、その運営に伴う収入をもって充てることができないと認

められるものに相当する額とする。 

13 院内保育所の運営に要する経費 

(1) 趣旨 

   病院内保育所の運営に要する経費について一般会計が負担するため

の経費である。 

(2) 繰出しの基準 

   病院内保育所の運営に要する経費のうち、その運営に伴う収入をも

って充てることができないと認められるものに相当する額とする。 

14 公立病院附属診療所の運営に要する経費 

(1) 趣旨 

   公立病院附属診療所の運営に要する経費について、一般会計が負担

するための経費である。 

(2) 繰出しの基準 

   公立病院附属診療所の運営に要する経費のうち、その経営に伴う収

入をもって充てることができないと認められるものに相当する額と

する。 

15 保健衛生行政事務に要する経費 

(1) 趣旨 



- 27 - 

   集団検診、医療相談等保健衛生に関する行政として行われる事務に

要する経費について、一般会計が負担するための経費である。 

(2) 繰出しの基準 

   集団検診、医療相談等に要する経費のうち、これに伴う収入をもっ

て充てることができないと認められるものに相当する額とする。 

16 経営基盤強化対策に要する経費 

(1) 医師及び看護師等の研究研修に要する経費 

  ア 趣旨 

    医師及び看護師等の研究研修に要する経費の一部について繰り出

すための経費である。 

  イ 繰出しの基準 

    医師及び看護師等の研究研修に要する経費の２分の１とする。 

(2) 保健･医療･福祉の共同研修等に要する経費 

  ア 趣旨 

    病院が中心となって行う保健･福祉等一般行政部門との共同研修･

共同研究に要する経費の一部について繰り出すための経費である。 

  イ 繰出しの基準 

    病院が中心となって行う保健･福祉等一般行政部門との共同研修･

共同研究に要する経費の２分の１とする。 

(3) 病院事業会計に係る共済追加費用の負担に要する経費 

  ア 趣旨 

    病院事業会計に係る共済追加費用の負担に要する経費の一部につ

いて繰り出すための経費である。 

  イ 繰出しの基準 

    当該年度の４月１日現在の職員数が地方公務員等共済組合法の長

期給付等に関する施行法(昭和 37 年法律第 153 号。以下「施行法」

という。)の施行の日における職員数に比して著しく増加している病

院事業会計(施行法の施行日以降に事業を開始した病院事業会計を

含む。)に係る共済追加費用の負担額の一部とする。 
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(4) 公立病院改革の推進に要する経費 

  ア 趣旨 

   「公立病院改革の推進について」(平成 27 年３月 31 日付け総財準第

59 号)に基づく新公立病院改革プラン(以下「新改革プラン」とい

う。)の実施に伴い必要な経費の一部について繰り出すための経費で

ある。 

  イ 繰出しの基準 

   ① 新改革プランの策定並びに実施状況の点検、評価及び公表に要

する経費とする。 

   ② 新改革プラン（当分の間、「公立病院改革ガイドラインについて」

(平成 19 年 12 月 24 日付け総財経第 134 号)に基づく公立病院改革

プラン（以下「前改革プラン」という。）を含む。以下③及び④に

おいて同じ。)に基づく公立病院の再編等に伴い必要となる施設の

除却等に要する経費及び施設の除却等に係る企業債元利償還金の

うち、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認め

られるものに相当する額とする。 

   ③ 新改革プランに基づく再編・ネットワーク化に伴い、新たな経

営主体の設立又は既存の一部事務組合若しくは広域連合への加入

に伴い経営基盤を強化し、健全な経営を確保するために要する額

のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認

められるものに対する出資に要する経費 (④及び⑤の経費を除

く。)とする。 

   ④ 新改革プランに基づく公立病院の再編等（財政通知に基づき再

編・ネットワーク化計画を提出したものに限る。）に伴い、新たに

必要となる建設改良費及び企業債元利償還金のうち、その経営に

伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当

する額（第７ １(2)の基準に関わらず、建設改良費及び企業債元

利償還金の３分の２を基準とする。）とする（ただし、⑤に定める

出資を行う場合を除く。）。 

   ⑤ 前改革プランに基づく公立病院の再編等に伴い、新たに必要と

なる建設改良費のうち、その経営に伴う収入をもって充てること

ができないと認められる額に対する出資に要する経費とする。 
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(5) 医師確保対策に要する経費 

  ア 医師の勤務環境の改善に要する経費 

   (ｱ) 趣旨 

     公立病院に勤務する医師の勤務環境の改善に要する経費の一部

について繰り出すための経費である。 

   (ｲ) 繰出しの基準 

     国家公務員である病院等勤務医師について講じられる措置を踏

まえて行う公立病院に勤務する医師の勤務環境の改善に要する経

費のうち、経営に伴う収入をもって充てることが客観的に困難で

あると認められるものに相当する額とする。 

  イ 医師の派遣を受けることに要する経費 

   (ｱ) 趣旨 

     公立病院において医師の派遣を受けることに要する経費につい

て繰り出すための経費である。 

   (ｲ) 繰出しの基準 

     公立病院において医師の派遣を受けることに要する経費とする。 


